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税金の納付は、安全・確実・便利な口座振替をご利用ください。

　市では、商業・工業振興施策として、さまざまな制度において
費用の一部を助成しています。

固定資産評価審査委員会委員の選任
風
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口
ぐち

　末
すえ

子
こ

　氏� （任期　令和７年４月１日～令和１０年３月３１日）

問納税課☎線８１８

教育委員会委員の任命
加
か

藤
とう

　正
まさ

道
みち

　氏� （任期　令和７年４月１日～令和１１年３月３１日）

問教育総務課☎線３６１

　市では、近年頻発している地震や風水害などの自然災害への
対応力強化を図るため、「災害時応援協定」を締結しました。

災害時応援協定の締結災害時応援協定の締結

問危機管理防災課☎線８０４
●災害時における避難所用物資
供給に関する協定
　３月２４日、市と㈱ルート２１は、
大規模な地震・風水害その他の
災害発生時に、避難所で使用す
るマットレスや福祉用具の供給
に協力いただく協定を締結しま
した。

大山市長と㈱ルート２１代表取締役社長  
宮
みや

城
ぎ

 悟
さとる

さん

特定健康診査・健康診査が始まります特定健康診査・健康診査が始まります
　生活習慣病の予防と早期発見、治療のためには、特定健康診
査などの定期的な受診が重要です。ご自身の健康管理のために、
ぜひご利用ください。

実施期間　４月１日～１１月３０日
対 象 者　�特定健康診査→４０歳以上の国民健康保険被保険者�

健康診査→後期高齢者医療制度被保険者
　通常約１万円の健診が無料で受診できます。
※マイナ保険証をご利用の方は、「資格情報のお知らせ」をお
持ちください。

問国保年金課☎線２１４

事業者向け補助制度事業者向け補助制度
問商工観光課☎線４７９

【補助制度】
①展示会等出展費用補助制度
　市内の中小企業者の方が、市外の工業の展示会・見本市に出展
するための費用
②試験機関利用補助制度
　市内の中小企業者の方が、新製品・新技術の開発などのため、
試験機関の設備を使用または試験を依頼した費用
③工業活性化推進事業補助制度
　市内工業の活性化および振興を図るため、市内の工業団体が共
同で行う経営改善などの事業の実施に対する経費
④新商品開発支援事業補助制度
　個性と魅力ある個店や商店街づくりを通した商業活性化を目的
として行う新商品開発の費用

―①～④共通―
申令和８年３月１０日までに、所定の申請用紙など（商工観光課また
は市ホームページで入手）を商工観光課窓口へ（郵送不可）
※予算枠に達し次第締め切り
※国、地方公共団体などから同様の補助金を受ける場合は、その
補助金の額を控除した額

【令和７年度利子補給金】
　「中小企業小口資金融資」「商工業近代化資金融資」制度を利
用している方を対象に、令和７年中に支払った利子額の５０％を
補助します。なお、令和７年１月２８日に発生した道路陥没事故の
影響を受けたことを理由に融資を受けたものについては、１００
％を補助します。

案内案内
第１回八潮市男女共同
参画審議会の傍聴

日４月２８日㈪　午後２時～３時３０
分
場保健センター保健指導室
内第５次八潮市男女共同参画プ
ラン策定に係る諮問ほか
定３人（申込順）
申４月２５日までに、電話で人権
・男女共同参画課（☎線８１１）
へ

児童扶養手当額の改定
　４月分（５月支給分）から児童
扶養手当の額が２．７％の引き上
げとなります。
児童扶養手当額（月額）
本体額

ＨＯＴＨＯＴ
市役所の電話

996-2111
HOTコーナーに掲載の情報について詳しくは、市ホームページを
ご覧になるか、お問い合わせください。コーナーコーナー

おしらせおしらせ FAX

995-7367

全部支給　４６，６９０円
一部支給　４６，６８０円～１１，０１０円
第２子以降加算額
全部支給　１１，０３０円
一部支給　１１，０２０円～５，５２０円
問子育て支援課☎線２０９

東京葛西用水路・八条
用水路の通水
　田植えの準備のため通水しま
す。通水により水位が上がりま
すので、幼児や児童が水路に近
づかないよう、ご注意ください。
日４月２４日㈭　午前９時～
問都市農業課☎線８４２

協働のまちづくり推進
事業助成金
　市のまちづくりの課題解決に
取り組む事業に対して助成しま
す。
対次の要件に該当する団体▼市
内に事務所または活動場所を有

すること▼構成員が５人以上の
団体で、半数以上が市内に在住
・在勤・在学していることなど
助成額　①発足３年以上の団体
＝限度額１０万円（対象経費の３
分の２以内）※昨年度交付団体
は申請不可②発足３年未満の団
体＝限度額５万円
申４月２８日（必着）までに、申
請書類（市民協働推進課または
市ホームページで入手）を市民
協働推進課（☎線３２８）窓口へ

子どもスマイルネット
　「子どもスマイルネット」は、
こども（原則１８歳未満・高校生
は対象）に関わるさまざまな悩

みについて、電話相談を受ける
県の窓口です。
　学校や友達、家族のことなど
で悩んでいるお子さんからの相
談はもちろん、保護者からの子
育て相談も受け付けています。
　いじめなど子どもの権利に関
する悩みは、面接相談（予約制）
もあります。
相談番号　☎０４８－８２２－７００７
相談時間　毎日　午前１０時３０分
～午後６時（祝日、１２月２９日～１
月３日を除く）
　詳しくは、県ホームページを
ご覧ください。
問県こども安全課☎０４８－８３４
－８７５５


